
2021 年 3 月 18 日 

沖縄電力株式会社 

託送供給等約款の認可について 

当社は、電気事業法第 18 条第１項に基づき、2021 年 3 月 10 日付で託送供給等約款の

変更認可申請を経済産業大臣に行い（同日発表済）、本日、経済産業大臣から認可され

ましたのでお知らせいたします。 

託送供給等約款における供給条件の主な変更内容 

１．１需要場所複数引込み・複数需要場所１引込み 

２．再生可能エネルギー電源の出力抑制時における自家発補給電力の取扱い 

３．再エネ出力予測誤差に対応する調整力の確保に係る費用 

４．送電ロス率の見直し 

電 圧 現 行 見直し後 

低圧で供給する場合 5.7％ 5.7％ 

高圧で供給する場合 2.6％ 2.7％ 

特別高圧で供給する場合 0.6％ 0.8％ 

なお、本日認可を受けた「託送供給等約款」は、2021 年 4 月 1 日実施となります。 

以 上

（参照 URL） 

託送供給等約款の変更認可申請について（2021 年 3 月 10 日プレスリリース） 

https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2020/210310.pdf 

託送供給等約款（令和 3年 4月 1日実施） 

https://www.okiden.co.jp/business-support/service/consignment/download/index.html 


